
◆
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
３
号
）

（
内
容
）
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
に

そ
れ
ぞ
れ
３
９
１
万
７
０
０
０
円
を

追
加
し
、
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
を

19
億
６
１
２
５
万
８
０
０
０
円
と
す

る
も
の
で
す
。

◆
国
民
健
康
保
険
特
別
会
計
補
正
予

算
（
第
２
号
）

（
内
容
）
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
に

１
０
９
０
万
１
０
０
０
円
を
追
加
し
、

歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
を
５
億
４
５

１
４
万
４
０
０
０
円
と
す
る
も
の
で

す
。

◆
介
護
保
険
特
別
会
計
補
正
予
算

（
第
３
号
）

（
内
容
）
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
に

５
５
０
万
８
０
０
０
円
を
追
加
し
、
歳

入
歳
出
予
算
の
総
額
を
４
億
６
１
２

３
万
９
０
０
０
円
と
す
る
も
の
で
す
。

◆
特
別
職
の
職
員
で
非
常
勤
の
も
の

の
報
酬
及
び
費
用
弁
償
の
支
給
に
関

す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

に
つ
い
て

（
内
容
）
ま
ち
・
ひ
と
・
し
ご
と
創

月
村
議
会
定
例
会
報
告
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村
議
会
定
例
会
が
11
月
30
日
に
開
か
れ
、
条
例
改
正
等
11
議
案
が
審
議
さ
れ
、
い
ず
れ
の
議
案
も
原
案
ど

お
り
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

補
正
予
算�

条
例
改
正
等

生
法
（
平
成
26
年
法
律
第
１
３
６
号
）

が
平
成
26
年
11
月
28
日
に
公
布
さ
れ

た
こ
と
に
伴
い
、
本
村
に
お
い
て

「
東
秩
父
村
ま
ち
・
ひ
と
・
し
ご
と

創
生
総
合
戦
略
審
議
委
員
会
委
員
」

を
委
嘱
し
た
た
め
、
特
別
職
の
職
員

で
非
常
勤
の
も
の
の
報
酬
及
び
費
用

弁
償
の
支
給
に
関
す
る
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
も
の
で
す
。

◆
東
秩
父
村
税
条
例
等
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例
に
つ
い
て

（
内
容
）
地
方
税
法
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
（
平
成
27
年
法
律
第
２
号
）

が
、
平
成
27
年
３
月
31
日
に
公
布
さ

れ
た
こ
と
に
伴
い
、
東
秩
父
村
税
条

例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
も
の
で
す
。

◆
東
秩
父
村
手
数
料
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て

（
内
容
）

１
「
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個

人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用

等
に
関
す
る
法
律
」
の
施
行
に
伴
い
、

個
人
番
号
カ
ー
ド
の
再
交
付
を
行
う

事
務
に
つ
い
て
、
本
村
が
徴
収
す
る

手
数
料
及
び
そ
の
額
を
定
め
る
こ
と
。

２
住
民
基
本
台
帳
法
の
一
部
改
正
に

よ
り
、
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
の
交

付
を
行
う
事
務
が
廃
止
さ
れ
る
こ
と

に
伴
い
、
そ
の
手
数
料
を
廃
止
す
る
。

３
平
成
28
年
４
月
１
日
付
で
埼
玉
県

知
事
か
ら
の
権
限
移
譲
に
よ
る
埼
玉

県
屋
外
広
告
物
条
例
に
基
づ
く
事
務

を
処
理
す
る
こ
と
に
係
る
、
本
村
が

徴
収
す
る
手
数
料
及
び
そ
の
額
を
定

め
る
。

◆
東
秩
父
村
行
政
手
続
に
お
け
る
特

定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号

の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く

個
人
番
号
の
利
用
及
び
特
定
個
人
情

報
の
提
供
に
関
す
る
条
例
に
つ
い
て

（
内
容
）
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定

の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の

利
用
等
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
基

づ
き
、
個
人
番
号
の
利
用
及
び
特
定

個
人
情
報
の
提
供
に
関
し
必
要
な
事

項
を
定
め
る
も
の
で
す
。

◆
東
秩
父
村
空
き
家
等
の
適
正
管
理

に
関
す
る
条
例
に
つ
い
て

（
内
容
）
空
家
等
対
策
の
推
進
に
関

す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
26
年
法
律

第
１
２
７
号
）
が
平
成
27
年
２
月
26

日
に
施
行
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
本

村
で
も
空
き
家
等
の
適
正
管
理
を
行

う
も
の
で
す
。

◆
東
秩
父
村
道
路
線
の
認
定
に
つ
い
て

（
内
容
）
村
道
２
ー

12
号
線
、
お
よ

び
２
４
１
８
号
線
を
新
た
に
村
道
と

し
て
管
理
す
る
も
の
で
す
。

◆
東
秩
父
村
道
路
線
の
廃
止
に
つ
い
て

（
内
容
）
村
道
４
１
８
５
線
は
、
現

在
、
和
紙
の
里
駐
車
場
内
に
あ
り
、

村
道
と
し
て
管
理
す
る
の
で
は
な
く

駐
車
場
と
し
て
管
理
す
る
も
の
で
す
。

◆
人
権
擁
護
委
員
候
補
者
の
推
薦
に

つ
い
て

（
内
容
）
人
権
擁
護
委
員
の
神
田
勝

雄
氏
が
平
成
28
年
６
月
30
日
を
も
っ

て
任
期
満
了
と
な
る
の
で
、
同
氏
を

再
度
候
補
者
と
し
て
推
薦
す
る
も
の

で
す
。

田
中　

秀
雄 

議
員

質
問　

給
食
費
の
無
料
化
に
つ
い
て

（
内
容
）
平
成
26
年
12
月
の
定
例
会

に
お
い
て
も
給
食
無
料
化
に
つ
い
て

前
向
き
に
取
り
組
む
旨
の
回
答
を
い

た
だ
き
ま
し
た
が
、
そ
の
後
の
考
え

に
つ
い
て

答
弁　

学
校
給
食
の
実
施
に
必
要
な

経
費
に
つ
い
て
は
、
学
校
給
食
法
第

11
条
に
よ
り
、
施
設
や
設
備
に
要
す

る
諸
経
費
な
ら
び
に
学
校
給
食
運
営

に
要
す
る
経
費
は
、
学
校
の
設
置
者

が
負
担
し
、
こ
れ
以
外
の
経
費
と
し

て
学
校
給
食
の
食
材
費
用
分
は
、
保

護
者
の
負
担
と
規
定
さ
れ
て
い
ま
す
。  

　

子
育
て
を
す
る
保
護
者
の
経
済
的

人
事
案
件

一
般
質
問

負
担
を
軽
減
す
る
た
め
、
平
成
28
年

度
か
ら
給
食
費
助
成
と
し
て
１
名
に

つ
き
現
在
月
２
０
０
０
円
の
と
こ
ろ

月
３
０
０
０
円
の
助
成
と
さ
せ
て
い

た
だ
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

根
岸　

文
雄 

議
員

質
問　

窓
口
事
務
の
改
善
に
つ
い
て

（
内
容
）
役
場
の
窓
口
事
務
に
つ
い

て
、
電
話
の
た
ら
い
回
し
や
対
応
の

遅
延
な
ど
住
民
か
ら
不
満
の
声
が
時

々
聞
こ
え
ま
す
。

　

窓
口
改
善
を
掲
げ
た
東
秩
父
村
総

合
振
興
計
画
【
前
期
計
画
】
は
、
あ

と
４
ヶ
月
で
終
期
を
迎
え
ま
す
が
、

過
去
５
年
間
の
検
討
の
実
態
、
実
行

し
た
改
善
内
容
に
つ
い
て

答
弁　

職
員
に
は
、
住
民
ニ
ー
ズ
を

的
確
に
と
ら
え
た
質
の
高
い
サ
ー
ビ

ス
を
提
供
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て

い
ま
す
。
窓
口
が
複
数
に
お
よ
ぶ
用

件
で
来
庁
さ
れ
た
場
合
に
窓
口
ワ
ン

ス
ト
ッ
プ
サ
ー
ビ
ス
を
実
施
す
る
と

と
も
に
、
窓
口
に
来
た
お
客
さ
ま
に

対
し
て
、
最
初
に
面
接
す
る
職
員
が

正
対
で
き
る
よ
う
窓
口
に
直
近
す
る

職
員
の
対
面
配
置
を
行
い
ま
し
た
。

　

電
話
に
よ
る
応
対
に
つ
い
て
も
、

所
属
お
よ
び
氏
名
を
名
乗
っ
て
か
ら

用
件
を
伺
う
こ
と
に
よ
り
、
お
客
さ

ま
に
対
応
し
た
職
員
が
誰
な
の
か
を

明
確
に
す
る
と
と
も
に
、
職
員
と
し

て
の
自
覚
を
持
た
せ
る
よ
う
に
し
て

い
ま
す
。

　

今
後
と
も
、
職
員
の
意
識
改
革
を


